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　「中小企業等協同組合法（中協法）」と「中小企業団体の組織に関する法律（中団

法）」は、2年連続して改正されました。平成18年に「会社法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（会社法整備法）」により、また、19年には組合のガバナンス

の向上並びに共済事業の健全性の確保を図るための「中小企業等協同組合法等の

一部を改正する法律（改正中協法・中団法）」がそれぞれ施行されました。 

　改正中協法・中団法の施行から１年が経過しましたが、本会では、組合員、役員及

び事務局の皆様に、法改正の内容に対する理解をより深めていただくため、新しい

中小企業組合制度への対応について、Ｑ＆Ａ形式にまとめました。 
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= 凡 例 =
文中の法令名については以下のとおりである。
１．「法」又は「法律」とあるのは、「中小企業等協同組合法」及び「中小企業団体の組織に関する法律」の略。
２．「施行規則」とあるのは、「中小企業等協同組合法施行規則」及び「中小企業団体の組織に関する法律施行規則」
の略。

３．「定款参考例」とあるのは、本会作成「中小企業組合定款参考例」の略。
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ここでは、平成19年5月に発行した「新しい中小企業組合制度の概要」（以下、「概要パンフレット」
という。）等に基づき、平成19年度に多く寄せられた質問とその回答を掲載しています。なお、改正法
の概要や該当条文については、概要パンフレットをご参照下さい。

1

1 組合員数（連合会の場合は会員である組合の組合員の総数）が一定の規模（1,000人）を超え、
「大規模組合」としての法規制が適用になるか否かは、組合の事業年度の開始の日において把握する
必要があります。この時点で1,000人を超えている場合は、最初に招集する通常総会において、①
監事への業務監査権限の付与（選出・定款変更）、②員外監事の選任等への対応が必要です。
また、事業年度の途中で組合員が1,000人以下に減少した場合であっても、当該年度中は引き続

き「大規模組合」に対する義務が課されますので、注意する必要があります。
他方、共済事業を実施する組合は、事業年度中であっても、組合員数が1,000人を超えた時点で、

「特定共済組合」となります。
「特定共済組合」となった場合は、速やかに、行政庁にその旨届け出なければなりません。また、

それ以後、原則（行政庁の認可を受けた場合を除く）として共済事業以外の事業を実施することが
できなくなる（兼業禁止）ほか、名称中への一定の文字使用の強制、最低出資金の導入等について
の対応が必要となります。
なお、組合員数の推移と「大規模組合」「特定共済組合」の判断時点及び対応時点との関係を図示

すると下図のようになります。

組合員の規模により改正項目が異なっていますが、いつの時点で規模の把握をすればよいですか。

改正された制度の枠組み【概要パンフレットｐ.1】

（事業年度：4月～3月末の場合） 
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2

2 事業年度の開始時点で所属員数が1,000人以下だった協同組合連合会の場合、年度途中の新たな加
入によって1,000人を超えたとしても、すぐには「大規模組合」に必要な法規制への対応は義務づけ
られません。A1のとおり、翌事業年度開始の時点において判断することになりますので、本ケース
における当該時点での所属員数は「999人」となり、「大規模組合」に関する対応は必要ありません。
ただし、事業年度によって加入脱退が頻繁に生じると想定される場合であって、1,000人前後の

組合員数や所属員数を有する場合は定款変更を繰り返す必要もでてくることから、長期的な視野に
立って対応することが肝要です。
なお、1,000人を超えないように、事業年度末等に加入承諾を差し控えることは、加入脱退の自

由の原則に反するおそれがあると考えられますので注意が必要です。

会員である組合の組合員の総数（以下、「所属員数」という。）が996人の協同組合連合会に、事
業年度中に5人の新たな加入があり、年度末に2人が脱退しました。この場合、所属員数が1,001人
となった時点ですぐに「大規模組合」に関する対応に迫られますか。

3

3 協同組合連合会の大規模性を判断する基準は当該連合会が実施する事業が利用できる範囲の者が
1,000人を超えるかどうかで判断されます。協同組合連合会を構成する協同組合連合会の会員組合
に所属する組合員は事業を利用することができないことから、
この全国規模の連合会の所属員数（会員及び組合員の総数）の
数え方は、都道府県の連合会の数（47人）とその会員組合の
数（200人）の合計（247人）となるため、「大規模組合」に
は該当しません。
なお、当該連合会が共済事業を実施している場合も「特定共

済組合」には該当しません。

都道府県単位の協同組合連合会47会員で構成される全国規模の協同組合連合会において、会員で
ある47連合会の会員が200組合で、その組合員の総数が5,000人である場合は、「大規模組合」と
判断されますか。

4

4 この場合の組合員の総数は、「A組合の組合員数」に、「組合員であるB組合の組合員数」を加えた
数から「組合員である組合の数（この場合はＢ組合の１組合）」を減じた数となります。
設問のケースで計算してみると、800＋300－1＝1,099（人）となり、A組合は「特定共済組合」
とみなされます。

共済事業を実施するＡ組合（組合員数800人）に、組合員としてB組合（組合員数300人）が加
入している場合、「特定共済組合」となるか否かの判断をする組合員の総数は、どのように数えれば
よいでしょうか。
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5

5 今後、理事の任期を３年として改選することはできません。
なお、平成19年4月1日以降最初に終了した事業年度に係る決算に関する総会（例えば、平成19

年4月決算→19年6月総会、20年3月決算→20年5月総会）よりも前に「3年任期」で改選が行われ
て就任した理事は、2年経過後（例えば、18年6月就任→20年6月、19年5月就任→21年5月）で
あっても辞任する必要はありません。
ただし、その経過中に「2年任期」に短縮する定款変更を、定款附則に停止条件（在任中は効力が

生じない旨）を付さずに行った場合は、定款変更の効力が発生した時点（行政庁の認可日）で任期
が満了しますので注意が必要です。

理事の任期を3年にすることはいつまで認められますか。

6

6 法律上は、「4年以内で定款で定める期間」とされているため、必ずしも「4年」に変更する必要
はなく、そのまま「3年」でもかまいません。

当組合は監事の任期を「3年」と定めていますが、今般の法改正により、必ず「4年」に延長しな
ければなりませんか。

7

7 理事や監事の任期に関する規定とは異なり、総代の任期（3年以内において定款で定める期間）に
関する規定については改正されていませんので、特に変更する必要はありません。

当組合は総代会制をとっていますが、理事や監事の任期変更に伴い、総代の任期も変更する必要
がありますか。

8

8 例えば、理事個人、あるいは理事が代表を務める法人である組合員に対する貸付額等の決定やそ
れらの者が金融機関から借入れを行うに際して、「組合がその金融機関に対して債務を保証する行為」
「理事が個人で所有する不動産を組合に売却する行為」「理事の債務を担保するため組合所有不動産
に担保権を設定する行為」など、個別の事情により条件が異なる取引が対象となります。
なお、代表理事を同じくする組合間での取引等、理事以外の者との間で組合・理事間の利害が相

反する取引も含まれますので注意する必要があります。ただし、一律に組合から組合員へ販売する
価格が決まっているなどの契約は対象になりません。

今回の改正で導入された理事による利益相反取引の制限については、「組合との間に利害衝突を生
ずるものに限定される」「組合に不利益を及ぼすおそれのない取引は除外される」などと聞きました
が、利益相反取引の具体例はどのようなものがありますか。

Ⅰ 一般組合改正点（すべての組合が対応しなければならない改正点）

1 役員（理事・監事）の任期の変更【概要パンフレットｐ.3】

2 理事による利益相反取引の制限【概要パンフレットｐ.7】
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9

9 利益相反取引を行おうとする理事は、理事会において、当該取引の承認議案に際しては「特別利
害関係人」となるため、当該議案の定足数に算入されず、議決権も停止されることとなります。し
たがって、決議はそれ以外の出席理事によって行われ、その過半数の同意を得ることにより、理事
会の承認を受けた有効な利益相反取引となります。

理事は、利益相反取引を行おうとする場合、どのように理事会の承認を得ればよいでしょうか。

10

10 理事会による利益相反取引の承認は、個々の取引についてなされるのが原則ですが、反復継続し
て同種の取引がなされる場合については、取引の種類・数量・金額・期間等を特定して包括的に行
ってもかまいません。

理事会の承認は、利益相反取引毎に得る必要がありますか。

11

11 当該理事は、理事会に取引内容を報告する際、実施された取引が理事会承認の範囲内に入ってい
るか否かを自ら証明することが必要です。

理事会において承認された利益相反取引が実際に行われた場合、当該理事は、取引後遅滞なく、取
引についての重要な事実を理事会に報告する義務がありますが、どのような内容が必要となりますか。

12

12 法律上、組合による事前の確認については規定されていません。組合は、役員を総会で選出する
際に欠格要件に該当しないこと等を本人に確認すれば結構です。

役員の欠格要件に該当する者を選出した場合、選出自体が法令違反で無効となり、役員に就任す
ることができないとありますが、組合は、役員選挙の前に本人に役員の欠格要件に該当しない旨の
証明をさせることが必要ですか。

13

13 法律上、仮に欠格要件に該当していたとしても、例えば刑の執行終了後２年経過等の一定要件を
満たせば役員となることができるとされていることから、それ以上に被選挙権を剥奪することはで
きません。

定款等において、「欠格要件に１度でも該当した者は役員となることができない」旨を定めること
ができますか。

3 役員の資格要件（欠格要件）の創設【概要パンフレットｐ.8】
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14

理事会への出席 

出席した理事会議事録への署名又は記

名押印 

理事会の招集手続の省略のための同意

（全員） 

理事が提出した総会議案・書類に関す

る調査結果の報告 

 

総会への監事の選任に関する議案を提

出するための同意（過半数） 

総会への理事会決議による役員の責任

免除に関する定款変更議案を提出する

ための同意（全員） 

定款規定に基づく理事の責任免除につ

いての理事の同意を得る場合及び理事

会への当該責任免除議案を提出するた

めの同意（全員） 

総会における監事の選解任・辞任又は

報酬への意見陳述 

理事に対する、監事の選任を総会の目

的とすること又は総会への監事の選任

に関する議案の提出請求 

理事会の招集請求 

理事会での意見陳述 

必要 

必要 

 

必要 

 

法令、定款違反若しくは、

著しく不当な事項がある

場合に必要 

必要 

 

必要 

 

 

必要 

 

 

 

可能 

 

可能 

 

 

可能 

可能 

不要 

必要 

 

不要 

 

決算関係書類のほか、こ

れに準ずるものに関して

必要 

必要 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

 

可能 

 

可能 

 

 

不可能 

不可能 

項　目 
業務監査付与 
監　事 

会計監査限定 
監　事 

下表のとおり、監事の業務監査権限の有無によって監事の職務内容が異なりますので注意が必要です。

ガバナンスの向上のための改正が行われ、監事の権限が強化されましたが、監事の職務に具体的に
どのような影響がありますか。

4 監事の権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大【概要パンフレットｐ.10】

①監事の権限拡大

理事
組合員
監事
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15

15 業務監査権限を有する監事は、監査を通じて組合のガバナンスに関わる地位にあり、一般的に、
理事の業務執行に対する「適法性」（法令・定款違反）の監査を行うものと解されます。
監査すべき法令違反としては、①組合員・組合債権者の利益保護を目的とする具体的規定（競業

禁止・利益相反取引の制限等）、②理事の善管注意義務・忠実義務を定める一般的規定委任契約に基
づく義務、③公益の保護を目的とする規定（独占禁止法、労働関係諸法等）を含むすべての法令が
含まれます。
なお、理事が総会に提出しようとする議案等を調査した結果、「著しく不当な事項」があると認め

るときは、その調査結果を総会へ報告しなければならないなど、法律等により限定された問題に対
する妥当性監査が生じるものもあります。

業務監査権限を有する監事の業務監査の範囲はどこまで及びますか。

16

16 理事会における議決権は理事（特別利害関係人に該当する理事を除く）にのみ与えられているた
め、業務監査権限を有する大規模組合の監事であっても、議決権を行使することはできません。

大規模組合の監事は、出席した理事会において議決権を行使することができますか。

17

17 業務監査権限のある監事に対しては、理事会への出席義務と議事録への署名又は記名押印義務が
課されていますが、理事会の成立要件と議決要件については、法律上、「議決に加わることができる
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う」とされています。したがって、監事の員数は成
立要件にも議決要件にも算入されないため、監事がやむを得ず出席できない場合でも、理事会の成
立には影響ありません。

理事会の招集権者は、業務監査権限のある監事に対して理事会の招集通知を発出する義務を負う
とされましたが、監事が当該理事会に出席できない場合は不成立となってしまいますか。

18

18 監事は、監事の選・解任について必ず意見を述べなければならないわけではありません。今回の
改正は監事にそのような機会を保障することによって、監事の地位の強化を図ろうとする趣旨に基
づくものです。したがって、組合が監事に意見があるにもかかわらず、正当な理由がなく陳述の機
会を与えずに選・解任を行った場合は、総会決議の取消事由に当たるものと解されます。
また、任期途中で辞任した監事に対しても、辞任後最初に招集される総会への出席及び意見陳述

（辞任した旨、その理由）が認められていますから、総会を招集する旨を当該監事に対して通知しな
ければなりません。
なお、監事は、自己についてだけでなく、他者の選・解任についても、総会において意見を述べ

ることができます。

監事は、総会において、監事の選・解任及び辞任について必ず意見を述べなければなりませんか。
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19

19 下表のとおり、監事の業務監査権限の有無によって行為の対象や権限の行使権者等が異なります
ので注意が必要です。

監事への業務監査権限の付与の有無により、監事と組合員の権限等にどういう違いが生じますか。

20

20 改正法では、監事への業務監査権限の付与の例外として、組合員数（連合会の場合は会員組合の
組合員の合計）が1,000人以下の組合では、定款に会計監査に限定する旨を定めることで、これま
でどおり監事の監査権限を会計監査に限定することができることとしています。
また、員外監事の選任が義務化されたのは大規模組合のみであるため、それ以外の組合では、こ

れまでと同様、定款に基づき選出することが可能です。
しかし、監査権限の範囲や員外監事の選任については、共同事業の実施内容や事業量、組合の設

立目的と社会に与える影響や、組合の今後の事業活動等を総合的に勘案した上で、組合で十分協議
し決定することが重要です。

当組合は、組合員も少数で、事業量も多くありません。今回の改正では、原則、すべての組合の
監事に業務監査権限が付与されたと聞きましたが、監事に対する業務監査権限の付与や員外監事の
選任を検討する必要がありますか。

21

21 組合員は、自ら招集を請求して開催された理事会に出席し、意見を述べることができるとともに、
その意見陳述の内容は議事録に記載されることになりますが、議決権を行使することはできません。
また、組合員には出席した理事会の議事録への署名又は記名押印義務もありません。
なお、組合員が理事会の招集を請求することができるのは、理事が組合の目的の範囲外の行為そ

の他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときに
限定されています。

監査権限限定組合の組合員が理事会の招集を請求した場合、当該理事会に出席した組合員は、議
決権を行使することができますか。

②監事の権限限定と組合員の権限拡大

理事会の招集通知先 

理事会の招集手続の省略の同意先 

理事会の招集請求（理事不対応の場合の招集権

を含む）・出席・意見陳述権者 

理事会での議決権行使権者（定足数算入） 

理事が組合に著しい損害を及ぼすおそれのある

事実があることを発見した場合の報告先 

理事が法令・定款違反行為をするおそれがある

場合において、組合に回復することができない

損害が生ずるおそれがあるときの理事への行為

差止請求権者 

理事・監事 

理事・監事 

監事 

 

理事のみ 

監事 

 

監事 

理事のみ 

理事のみ 

組合員 

 

理事のみ 

組合員 

 

組合員 

項　目 業務監査付与組合 会計監査限定組合 
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22

22 組合員による理事会の招集請求は１人でも行うことができます。法律上、定款等により制限を設
けられるような規定になっていませんので、定款で限定することはできません。

監査権限限定組合の組合員による理事会の招集請求は組合員１人から行うことができますか。ま
た、「組合員の○人以上の請求をもって」というような制限を定款に規定することは、法律上問題が
ありますか。

25

25 旧法では、事業協同組合の監事には会計監査権限しか認められておらず、従前の定款参考例も監
事の監査権限を会計監査に限定した規定内容となっています。
また、当該規定中、「その職務を行うため必要があるときにする『業務及び財産の状況の調査』」

とは、会計監査を行うために必要な調査であり、業務監査権限を有する監事が行う業務監査行為と
は異なるものですので、監査権限を会計監査に限定しない場合には、「理事の職務の執行を監査する」
旨を含む規定に定款変更を行うことが必要となります。
なお、中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構のリーフレット（平成19年公表）におい

ても、「監事の職務について、現在の組合の定款が、全国中小企業団体中央会作成の定款参考例と同
様の書き方となっている場合、定款の変更を行わなければ、監事の権限は会計監査に限定されるこ
ととなります。」と明記されています。

監事の職務について、概要パンフレットには、『従前の全国中央会の定款参考例と同様の規定となっ
ている場合には、「監事の権限が会計に関する監査に限定される規定」であると考えられる』旨の記載
がありますが、従前の定款参考例は、業務監査権限が付与されていない規定となっているのでしょうか。

23

23 読み替えることはできません。総代は組合員であるので、１人の組合員として理事会の招集請求
権を行使することはできますが、総代である組合員だけに理事会の招集請求権の行使を限定するこ
とはできません。

総代会制をとっている場合、監査権限限定組合の組合員が有している理事会招集請求権について
は、「総代」と読み替えてもよいでしょうか。

24

24 会計監査を前提として就任した監事は、業務監査権限を付与する旨の定款変更の効力が発生した
時点で任期が終了することとなるため、任期の有無にかかわらず、選出し直す必要があります。た
だし、同一の者を監事に選出することは差し支えありません。

監事に業務監査権限を与える場合、定款変更をするだけでよいですか。

③監事の職務に関する定款規定
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26

26 法改正により、原則、規模のいかんにかかわらず、監事には業務監査権限が付与されました。た
だし、組合員数が1,000人を超えない組合では、例外として、定款に会計監査に限定する旨の規定
を設けた場合にのみ監査権限を限定できるとされています。したがって、監事の職務に関する規定
そのものが無い場合には、監査権限が会計監査に限定されているとはみなされず、監事には業務監
査権限が付与されます。

定款に監事の職務に関する規定自体が無い場合は、監事の監査権限の範囲はどのような取扱いと
なりますか。

27

27 実際に作成する議事録は、改正された施行規則に沿った内容である必要があります。ただし、定
款における当該項目は、法律上、任意的な記載事項であるため、定款を変更せずに従来のままであ
っても法令違反にはなりません。しかし、議事録の記載項目を明確にする意味で、他の変更事項と
併せて定款変更することが望ましいと解されます。

総会・理事会の議事録について、行政庁からは法改正に合わせて作成するよう指導を受けていま
すが、定款も変更する必要がありますか。

28

28 施行規則において規定されている「当該場所に存しない役員等又は組合員が出席した場合におけ
る当該出席の方法」とは、役員及び組合員本人の出席ではありますが、総会又は理事会の開催場所
には実体上おらず、インターネット及びテレビ電話等により出席した場合を想定したものです。

施行規則において、総会・理事会の議事録への記載が求められる「当該場所に存しない役員等又
は組合員が出席した場合における当該出席の方法」とはどういう場合を指しますか。

29

29 この「会計に関する議案、書類その他の主務省令で定めるもの」とは、主務省令（施行規則）に
おいて、「決算関係書類のほか、これに準ずるもの」と定められています。一方、監査報告について
も、「決算関係書類」が対象となっています。また、法律上、従来から「監査の意見を記載した書面」
（監査報告書）を通常総会の提出資料に添付することが求められています。
以上から、総会における決算関係書類他に関する調査結果の報告は、通常総会への「監査報告書」

の提出をもって代えることができるほか、議事録には、「監査報告（書）のとおり」と記載すれば足
りるものと考えられます。

監査権限限定組合の監事は、理事が総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他を調
査し、その調査の結果を総会に報告しなければならないとされたようですが、監査報告（書）の内
容とは異なるものですか。また、議事録にはどのように記載すればよいでしょうか。

④総会・理事会の議事録
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31

31 商業登記規則61条4項三号において、『「理事会の決議によって代表理事を選定した場合　出席し
た理事及び監事が理事会の議事録に押印した印鑑」につき、市区町村長の作成した証明書を添付し
なければならない』とされていることから、業務監査権限の有無を問わず、出席した監事の印鑑証
明書も添付が必要となります。

32 A31のとおり、代表理事を選出した理事会に出席した理事及び監事全員の印鑑証明書の添付が求
められていますが、商業登記規則61条4項ただし書では、「当該印鑑と変更前の代表理事が登記所に
提出している印鑑と同一であるときは、この限りでない。」とされています。
設問のケースでは、新監事（前代表理事）が新代表理事を選出した理事会に出席し、理事会議事

録に法務局へ届け出ている前代表理事の印鑑によって出席監事としての記名押印をしていることか
ら、印鑑証明書の添付は必要ありません。
他方、前代表理事が新理事や新監事に就任しなかった場合には、登記申請に際して新理事及び新

監事全員の印鑑証明書が必要となります。

代表理事変更登記申請書の添付書類として提出する「代表理事を選任した理事会の議事録」には、
出席した監事の印鑑証明書も必要となりますか。

33

33 総会議事録に記載しなければならない出席役員の氏名については、前任の旧役員の退任時期や後
任の新役員の就任時期等により異なります（下表参照）。
また、役員の数を議事録に記載する場合も同様です。

総会の議事録に記載する出席役員（理事・監事）の氏名は、新旧両方記載する必要がありますか。

32 大規模組合の通常総会で役員改選が行われ、前代表理事が業務監査権限を有する新
監事に選出されました。その後、新代表理事を選出するための理事会に監事として出
席した場合、議事録への記名押印が必要となりますが、代表理事の変更登記の際には、
印鑑証明書を添付しなければなりませんか。

 総会前（任期到来後） 

 総会前（任期到来後） 

 総会中（任期到来前の辞任） 

 総会中（任期到来前の辞任） 

 総会後（任期到来後） 

 総会中（選出時） 

 総会終結以降 

 総会中（選出時） 

 総会終結以降 

 総会終結以降 

旧役員の退任時期 

 新旧役員 

 旧役員 

 新旧役員 

 旧役員 

 旧役員 

記載する氏名 新役員の就任時期 

30

30 定款の規定により会計監査に限定された監事には、理事会への出席義務が課されませんが、理事
会の議事録への出席監事の署名又は記名押印義務の規定には、業務監査権限の有無についての区分
がないことから、理事会に出席した場合は、署名又は記名押印義務を負います。

監査権限限定組合の監事が理事会に出席した場合、議事録への署名又は記名押印義務は課されま
すか。
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35

35 行政庁に提出したものが正本の内容となりますが、法律上、どのようにこれを証明するかは特に
定められていません。従来のように、正本には記名押印をしたり、謄本には代表理事による「謄本
が原本に相違ない」旨の証明を記載する等の方法をとっても差し支えありません。

総会議事録への署名又は記名押印義務が廃止されたことにより、総会議事録の正本の証明を行う
場合はどのようにすればよいですか。

37

37 監事の監査報告の通知期限（監査期限）については、施行規則上、少なくとも「決算関係書類等」
の全部
．．
を受領した日から4週間経過した日とされていることから、監事にすべての書類が到達した時

点から4週間が起算されることとなります。また、監事に「決算関係書類等」を提出し、監査報告の
通知を受ける前に修正点が見つかった場合には、修正後の「決算関係書類等」を監事が受領した日
から４週間後を監査期限とする必要があります。
なお、会計監査に限定されている監事に対しては、「事業報告書」を監査する権限が与えられてい

ないため、「事業報告書」を提出するか否かは組合の任意であると考えられます。

「決算関係書類等」の監査について、監事に作成できた書類から順次送付しようと思いますが、
最初に作成した書類を監事に送付した時点から4週間後を監査の期限と考えればよいですか。

34 総会議事録への署名又は記名押印は義務が廃止されただけであって、その行為自体を否定しているもの
ではありませんので、定款を変更せずに、定款規定に基づいて記名押印をすることは差し支えありません。
ただし、記名押印を行うよう定められた定款を変更しないまま、記名押印をせずに行政庁に総会

議事録を提出した場合は法律違反にはなりませんが、定款違反となることに注意が必要です。法改
正に合わせ、総会議事録の当該箇所を変更するのであれば、全国中央会が示している定款参考例を
参考に変更してください。
なお、申請の書類の状況や登記官によって判断が異なることがありますので、登記の際の議事録

への押印については、申請先の法務局に確認することが必要です。

34 当組合の定款には、総会議事録に出席理事の記名押印を行う旨が定められています。法改正によ
り、総会議事録に署名又は記名押印をする必要がなくなりましたが、従来どおり記名押印すると問
題になりますか。また、必ず定款変更をしなければなりませんか。

36 法律では、「組合は、主務省令で定めるところにより、決算関係書類及び事業報告書を作成しなけ
ればならない。」「決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を
受けなければならない。」と規定されています。このうち『組合』とは、代表理事を指し、実際の
「決算関係書類等」の提出は、事務局が会計担当理事等の協力を得て作成したものを代表理事が監事
に提出したとみなされることから、必ずしも理事会の承認を受ける必要はありません。

36 従来、「決算関係書類」「事業報告書」（以下「決算関係書類等」という。）は、理事会の承認を受
けた後、監事の監査を受けていましたが、改正後、組合が監事に提出する「決算関係書類等」は、
事務局が作成した後に、理事会の承認を得ることが必要ですか。

5 決算関係書類等の作成・手続の明確化【概要パンフレットｐ.15】

①監事の監査
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38

38 組合が、監査報告の通知期限である4週間を下回るような特定日を監査期限の日に設定する等、監
事の監査に要する期間を制限することはできません。
ただし、監事が自主的に短期間で監査を終了し、理事に対し4週間を下回る期間内に監査報告を通

知することを妨げるものではありません。

組合が監事会を設定し、当日提出した「決算関係書類等」に関する監査報告の内容をその日のう
ちに通知するよう要求することは可能ですか。

39

39 監事の理事に対する監査報告の通知期限は、監事の監査権限を担保し、十分な時間をかけて監査
を行えるよう法律に明確に規定されたものであることから、定款等によっても短縮することはでき
ません。

総会の招集期間（10日）や理事会の招集期間（1週間）は、定款に定めることにより短縮できる
とされましたが、監査期限（4週間）も同様に定款に規定することより短縮することができますか。

40

40 施行規則に以下のように定められています。

選任方法については、法令上規定されていないため、例えば、事前に理事会等で選任することを
組合が自主的に定めることも可能です。

改正施行規則に「特定監事は特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない」と
規定されていますが、「特定理事」や「特定監事」とは具体的に誰を指すのでしょうか。

41 理事会の開催日を監査報告の通知期限以後に設定する場合は、監査報告の通知を待たずに、招集
通知を発出することができます。
一方、監査期限以前の日を開催日に設定して通知することも可能ですが、実際に理事会の開催日

までに監査報告の通知が行われなかったときは、理事会がその日に開催されても、「決算関係書類等」
の承認をするかどうかの審議ができなくなり、再度、理事会を開催しなければならなくなることに
留意する必要があります。

41 理事会の招集通知を発出する際は、必ず監査報告の通知を待たなければなりませんか。

②理事会の開催

特定理事 

 

 

特定監事 

監査報告の通知を受ける者として定められた者 

監査報告の通知を受ける者として定めていない場合 

→ 「決算関係書類及び事業報告書の作成に関する業務を行った理事」 

監査報告の通知をすべき者として定められた者 

監査報告の通知をすべき者として定めていない場合 → 「監事全員」 

該　当　者 
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42

42 監事が複数いる場合はすべての監事の監査を受ける必要があります。Ａ40のとおり、特定監事を
定めている場合は特定監事から、定めていない場合は監事全員から監査報告の通知を受けなければ
なりません。
ただし、監事が「決算関係書類等」の全部を受領した日から4週間を経過した日と、特定理事との

合意により定めた日のいずれか遅い日までに監査報告の内容の通知をしない場合は、通知期限の日
に監事の監査を受けたものとみなされますので、通知期限後であれば、理事会を開催しても結構で
す。

当組合では、監事が3人おり、特定監事を定めていません。監事のうち2人から1週間で監査報告
の通知が届きましたが、過半数の監事から監査報告の通知を受けていることから、「決算関係書類等」
を承認するための理事会を開催してもよいでしょうか。

45

45 総代会制をとっている組合は、総代会で議決権のある総代に提供すれば足ります。

総会招集通知の発出時に、総代会制をとっている場合も、「決算関係書類等」及び「監査報告書」
を組合員に提供する必要がありますか。

44

44 法律上必要となる招集には、招集手続が省略されて開催される場合を除き、日時、場所及び議案
の内容を記載した開催案内とともに、理事会で承認された「決算関係書類（「財産目録」「貸借対照
表」「損益計算書」「剰余金処分案又は損失処理案」）」「事業報告書」及び監事から通知された「監査
報告書」を提供しなければならないとされていますので、「収支予算案」及び「事業計画案」を事前
に提供する必要はありません。ただし、法律では求められていない「収支予算案」や「事業計画案」
など組合が必要と認めた書類を事前に提供することは差し支えありません。

通常総会の招集通知の発出に際し、組合員に「収支予算案」及び「事業計画案」も提供する必要
がありますか。

43 組合では、会場の確保等の都合上、通常総会の開催日程を事前に決めることがあると考えられま
すが、それはあくまで予定日であり、3月頃に行っている開催案内も総会の開催予告をしているに過
ぎないものとみなされます。
したがって、正式な開催日は、監事の監査報告を受けて開催される理事会において、「決算関係書

類等」の承認を得た後に決定することとなります。
仮に、開催予定日までに所定の手続が完了しなかった場合には、予告

した日程を変更せざるを得ない場合がありますので留意する必要があり
ます。

43 法改正により、総会開催スケジュールが大きく変わりましたが、通常総会の開催日を決定するタ
イミングにも影響がありますか。当組合は、5月に通常総会を開催するため、例年3月頃に開催案内
を行っていますが問題はありませんか。

③総会の開催
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46

46 直接の罰則はありませんが、通常総会を定款の定めるところにより開催しなかった場合には組合
役員は20万円以下の過料に処せられるほか、総会招集の手続が法令や定款に違反した場合には、総
会決議の取消の訴えの対象となる可能性があります。
なお、総会開催にあたり、開催日の２週間前までに「決算関係書類等」の備置きをしなかった場

合も過料に処せられることに注意する必要があります。

通常総会を招集する際、「決算関係書類等」や「監査報告書」を提供しなかった場合の罰則はあり
ますか。

48

48 特段、法律で定められていませんので、どのような手続をとっても差し支えありませんが、総会
議事録に招集方法を記載することを要します。ただし、全組合員の同意の確認については、総会を
開催するたびに毎回行うことが必要であり、その方法は口頭だけの確認でも足りますが、後々の争
いを避けるためには、同意書等の証明できる書面をとっておくことが望ましいと解されます。
なお、招集手続の省略についての同意を確認した結果、反対する組合員が1人でもいた場合には、

当該組合員だけでなく、全組合員に「招集通知」に加え「決算関係書類等」及び「監査報告書」を
提供しなければならないほか、全組合員から招集手続の省略について同意を得たものの総会当日の
欠席予定者がいた場合には、その者に対して委任状や書面議決に必要な書類等を提供しなければな
らないことに注意をする必要があります。

総会の招集手続を省略するためには、具体的にどのような手続で行えばよいでしょうか。

47

47 総会の招集手続の省略に関して組合員全員の同意があれば、「決算関係書類等」及び「監査報告書」
の事前提供も必要なくなることから、総会当日のみ資料を用意すれば足ります。

通常総会の招集に際しては「決算関係書類等」や「監査報告書」を提供することとなっています
が、総会当日に持参しない組合員がいることが想定されるため、当該資料をもう1度配布しようと考
えています。必要な書類の提供を1回で済ますことはできませんか。

49

49 全員の同意がある場合には、招集手続を省略することができ、通常総会の開催手続上、「決算関係
書類等」などの提供が不要となるだけです。通常総会の開催日の2週間前の日からの「決算関係書類
等」の備置きは、招集手続を省略するか否かにかかわらず義務づけ
られますので、即時に通常総会を開催することはできません。

通常総会を開催する際、開催日の2週間前から「決算関係書類等」の備置きをしなければなりませ
んが、この規定に関わりなく、総会の招集手続を省略する旨の組合員全員の同意が得られた場合、
同時に通常総会を開催することができますか。
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50

50 法律上、総会の開催時期についての特段の規定がないため、他の定款変更と同様に総会の特別議
決を経た後、行政庁に対して必要な添付書類とともに認可申請をすれば、認可を妨げるものではあ
りません。
行政庁の認可を得た後は、次の事業年度開始前までに、最寄りの税務署に対し、法人税の確定申

告書の提出期限を1ヵ月延長する特例の申請を行う必要があります。
本手続により、確定申告書の提出期限が延長されると納付期限が延長されますが、事業年度終了

後2ヵ月後から実際の納付までの利子税が発生します。利子税は、税務実務的には本来の納付期限内
に法人税の本税相当額を納付しておくことで回避することができます。また、地方税である法人事
業税についても、都道府県に対して同様の手続が可能です。
なお、消費税については、納付期限の延長の措置が認められていませんので注意が必要です。

通常総会の開催時期を事業年度終了後「2ヵ月以内」から「3ヵ月以内」とする定款変更は、行政
庁の認可を受けることができますか。

51

51 定款に規定していなくても法律の規定が優先されますので、定款を変更する必要はありませんが、
組合員の権利を明確にするために新たに規定しても差し支えありません。なお、共済事業実施組合
や信用組合（連合会）の閲覧・謄写請求要件は総組合員の10分の1の同意となっています。
また、組合によって、さらにこの割合を緩和することも可能であり、その場合には、定款で定め

ることが必要となります。

会計帳簿の閲覧・謄写請求要件が総組合員の10分の1から100分の3へ緩和されましたが、当組
合の定款には会計帳簿の閲覧・謄写請求に関する規定自体がありません。その場合は、定款変更を
して新たに規定する必要がありますか。

52

52 組合は正当な理由がある場合は閲覧・謄写請求を拒めるとされていますが、法律又は定款に規定
した要件を満たす組合員からの閲覧・謄写請求は、「個人情報の保護に関する法律」の適用除外に該
当することから、組合員の当該請求を拒否するために個人情報の保護のみを理由とすることは正当
な理由に当たらないと解されます。
なお、組合員の請求を拒否するに足りる「正当な理由」とは、書類の閲覧・謄写により知った内

容を競業者に通報しようとし、又は通報したことのある場合、決算の事務のために組合が使用して
いる場合など、組合の利益を害し、又は不当な時期において請求がある
ときとされています。

会計帳簿の閲覧・謄写請求要件が緩和され、組合員からの閲覧・謄写請求が容易になされること
も予想されますが、個人情報を含むという理由だけで閲覧・謄写請求を拒むことはできますか。

6 会計帳簿等の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和【概要パンフレットｐ.20】
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53

53 赤文字以外の部分は、財産目録等に関して、施行規則で示されているものについて適用されます。
ただし、「貸借対照表」や「損益計算書」等の個々の各勘定科目については、施行規則において『適
当な項目に細分することができる』『細分しなければならない』と規定しているものについては、施
行規則上の縛りがないことから、組合独自のものを使用しても差し支えありません。

決算関係書類の対応時期について、概要パンフレットに『黒文字部分は19年度総会には適用させ
なくてもよい』とありますが、次年度以降は義務化されますか。

54

54 組合では、会社のように「株主資本等変動計算書」を作成する必要はありませんが、「剰余金処分
案（又は損失処理案）」については、法改正後も、決算関係書類の1つとして作成が義務づけられて
いるとともに、これを受けた施行規則においても作成基準が示されていることから、従来どおり作
成しなければなりません。

会社法では、「利益処分案」に代わり「株主資本等変動計算書」が計算書類の1つとされています
が、組合ではどう対応すればよいのでしょうか。

55

55 施行規則上、特段の作成基準が設けられていない「収支予算案」や「事業計画案」については、
個々の組合のこれまでの作成方針に基づいて作成して差し支えありません。
ただし、「事業報告書」が“「事業計画案」の結果”を、「損益計算書」が“「収支予算案」の結果”

を示すものであることを考慮すると、「事業計画案」と「収支予算案」についても、施行規則の「事
業報告書」及び「損益計算書」に関する規定を勘案して作成することが肝要です。

組合の「決算関係書類」や「事業報告書」は、施行規則に基づき作成しなければならないとされ
ましたが、「収支予算案」や「事業計画案」はこれまでどおり作成してよいでしょうか。

56

56 『教育情報費用繰越金』は負債から純資産の科目に変更され、剰余金処分の確定時に積み立て、
『教育情報事業費』との関連で任意に取り崩す処理を基本としています。なお、従来のように期末に
全額戻入れを行ってもかまいません。

『教育情報費用繰越金』は積立金で処理することとされましたが、従来のように次年度に戻入れ
の処理をしてはなりませんか。

57

57 施行規則において、表示すべき科目として明示されていません。施行規則には定められていませ
んが、「中小企業等協同組合会計基準」（全国中央会編、以下「会計基準」という。）で定めている
「脱退者持分払戻計算書」を作成することにより処理することが望ましいと解されます。

従来、『脱退者持分払戻額』は「剰余金処分案（又は損失処理案）」に計上することとされていま
したが、現在も「剰余金処分案（又は損失処理案）」に記載をすることは可能でしょうか。

7 施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成【概要パンフレットｐ.21】

①決算関係書類の作成
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58

58 『評価・換算差額等』では、①短期有価証券、外部出資金、子会社出資金及び満期保有目的有価
証券以外の有価証券の評価差益、評価差損の合計額を処理するとき、②持分の全部を払い戻す定款
規定に基づいて脱退者への持分払戻しを行う場合に持分払戻しにより生じた差額を処理するときに
使用する分類です。なお、該当項目がない場合の記載は必要とされません。

損益計算書に『評価・換算差額等』という分類が新しく導入されましたが、どのように取り扱え
ばよいでしょうか。

59

59 施行規則の当該規定は、「事業報告書」を作成するにあたり最低限の記載事項を規定しているもの
と解釈すべきであることから、それ以外の組合で必要と認める事項の記載を妨げるものではありま
せん。

これまで、理事会や委員会の開催状況等についても「事業報告書」に記載してきましたが、制定
された施行規則の「事業報告書」に関する規定には記載する旨の規定がありません。これらを「事
業報告書」に記載することはできませんか。

60

60 会計基準に示されている『資金実績表』は、施行規則では「増資及び資金の借入れその他の資金
調達」の状況を示すこととされており、必ず『資金実績表』という名称を使う必要はありません。
また、「重要なものに限る」こととされていますので、例えば、増資や借入れをして設備投資を行っ
たといった場合等、組合が重要な事項であると判断した場合に記載するものです。ただし、特に○
円以上の金額の場合といった定めはありません。

「事業報告書」に記載する『資金実績表』は、重要な事項について記載するということですが、
具体的にどの程度の金額を記載しなければなりませんか。

61

61 当該事業年度分は「決算関係書類」で把握できるため、当該事業年度を除いた直近3事業年度分
（設問のケースでは、平成17～19年度分）を記載することとなり、平成20年度分は含まれません。

平成20年度の「事業報告書」を作成する場合、『直前3事業年度の財産及び損益の状況』には、平
成20年度分は含まれますか。

62

62 役員全員が、自分の会社等関係機関の役職等を記載する必要はありません。これは、利益相反取
引に該当する場合等、組合が重要であると判断したものを記載することとなります。

「事業報告書」に記載する『兼務役員についての重要な事実』とは何ですか。

②事業報告書の作成
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63

63 改正された施行規則において、「監査権限が会計に限定されている監事が作成する監査報告には
『事業報告書を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない』」と規
定されているため、「監査報告書」にはこれを満たす内容の何らかの記述が必要です。

監事の監査権限が会計に限定されることを定款に規定している場合、その監事が作成する「監査
報告書」には、『監事は事業報告書を監査する権限を有していない』旨を必ず記載しなければなりま
せんか。

③監査報告（書）の作成

64

64 監査の結果、複数の監事で全く異なる意見となった場合には、監事毎にそれぞれの「監査報告書」
を作成すれば結構です。

監事会等において監事の意見が分かれた場合には、「監査報告書」にどのように記載すればよいで
しょうか。

65

65 法の要件を満たし、軽微な規約等の変更の決定をする場合は、理事会において決議しても差し支
えありませんが、代表理事が決定すれば足ります。

法改正により、軽微な規約等の変更について総会の議決を省略しようとする場合は、定款にその
旨を規定するとともに組合員へのその通知方法等を定めることが必要になりましたが、その際の決
定はどの機関において行えばよいでしょうか。

8 軽微な規約等の変更の場合の総会議決の省略【概要パンフレットｐ.38】

66

66 理事・監事毎の役員報酬の設定は法律で求められていますが、員内・員外の区分まで求められて
いません。

役員報酬の設定は理事と監事を区分して設定することになりましたが、員内と員外も区分しなけ
ればなりませんか。

9 理事、監事ごとの役員報酬の設定【概要パンフレットｐ.39】
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69

69 共済事故の発生時に10万円を超える給付を約束
．．
しているか否かが「規制対象となる共済事業」と

みなされるための判断基準となっています。したがって、その都度、支払金額を理事会で決定して
いる場合には、仮に結果として10万円を超える見舞金が給付されたとしても、「規制対象となる共
済事業」には該当しません。

当組合では、組合員の代表者の慶弔に際して、慶弔見舞金を贈っています。金額についてはその
都度、理事会で妥当な額を決定していますが、場合によって、10万円を超える見舞金を給付するこ
ともあります。これは「規制対象となる共済事業」に該当するでしょうか。

67

67 共済事業の定義について、法律上、「組合員その他の契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故
の発生に関し、共済金を交付する事業」と規定され、施行規則で規制対象となるものとして「一の
被共済者当たりの共済金額が10万円を超える共済契約の締結を行う事業」と規定されています。
具体的には、組合員から事前に何らかの資金を徴収し、予め決めた事故（死亡やケガだけではな

く、結婚や出産等も含まれます。）が発生した時に、組合員に対して一定の金額（10万円超）を支
払うことを約束

．．
している場合は、慶弔金や見舞金といった名称にかかわらず、共済事業に該当します。

なお、商工組合では、今般の法改正により、共済金額が10万円を超える共済事業が禁止されてい
ますので注意が必要です。

規制対象となり、行政庁の認可が必要な共済事業とはどのようなものですか。

68

68 A67のとおり、「共済契約者から共済掛金の支払を受け」ることを前提としていますが、『共済掛
金』という名目での支払を求めない場合であっても、例えば、一般賦課金を徴収している場合や共
同事業の利益を共済事業の共済金の支払に充てている場合でも、本来、組合員に利益還元されるべ
きものを共済掛金に充当している等とみなされ、共済事故の発生時に10万円を超える給付を約束し
ている場合は「規制対象となる共済事業」に該当します。

「規制対象となる共済事業」は、組合員から共済掛金を徴収したものだけを考えればよいでしょ
うか。

70

70 A69と同様に、共済事故の発生に関し10万円を超える共済金の給付を約束
．．
した場合に該当します。

設問のケースでは、被表彰者や副賞の給付については理事会で決定すると規定され、自動的に被表
彰者が決定し15万円が給付されるものではありませんので、「規制対象となる共済事業」には該当
しません。

組合員として加入年数が10年に達した際、その功労に対し表彰するとともに、副賞として15万
円を給付するか否かを理事会において決定する旨の表彰規程がある場合、「規制対象となる共済事業」
に該当しますか。

10 共済事業に関する定義の創設【概要パンフレットｐ.39】
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71

71 「規制対象となる共済事業」は、組合員その他の共済契約者との間で実施される事業であり、組
合内部の役職員に給付を限定している慶弔見舞金規程には及びません。仮に役員が組合員の代表者
であろうと、役員という地位を前提として給付されるものである限り、組織の一般的な労務管理と
して実施されるものと考えるべきであり、「規制対象となる共済事業」には当たりません。

当組合には、組合の役職員を対象とした慶弔見舞金の規程があります。給付金額が10万円を超え
る場合もありますが、この場合は「規制対象となる共済事業」に該当しますか。

72

72 献花料は組合員に対して支払われるものと同様と解され、「規制対象となる共済事業」に該当しま
す。同一事象に対する給付金額を細分化して10万円以下にしても規制対象は免れることはできませ
ん。

組合員死亡時に10万円の弔慰金とその組合員の所属する支部に5,000円の献花料を出している場
合は、「規制対象となる共済事業」に該当しますか。

73

73 「規制対象となる共済事業」は、「共済金を交付する事業」に限定され、換金性の低い物品の贈呈
は含まれないものと解されますので該当しません。ただし、花輪代として金銭や商品券等を組合員
に贈った場合には規制対象となりますので、注意が必要です。

組合員の代表者の死亡に際して15万円の花輪を贈りましたが、これは「規制対象となる共済事業」
と該当しますか。

74

74 組合自ら共済事業を行っていないため、「規制対象となる共済事業」には当たりません。

小規模企業共済制度の復託団体として共済掛金の収受を行う場合や保険会社に委託している団体
保険の斡旋等を行っている場合は、「規制対象となる共済事業」とみなされますか。

75

75 組合で行う共済事業の契約者は組合員である中小企業に限定（被共済者は特に限定されていない）
されており、従業員から掛金を徴収する場合には、組合員企業の従業員が実質的な共済契約者（員
外利用）とみなされます。
なお、組合員たる法人が共済契約者となり、その従業員を被共済者とする共済契約は、当該法人

が共済掛金を負担し、かつその共済金の給付をもって当該法人の従業員の退職金給付等の負担に充
てるものである等、その実質において組合員たる法人の便宜のために行うことは可能です。

組合員である企業が従業員から一定の掛金を徴収し、これを企業が組合員として契約者となり、
生命に関する共済事業を実施する組合に加入することは問題はありませんか。
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76

76 共済加入者の保護にかんがみ、重複加入を考慮せずに2人と数えます。

共済事業を実施している組合の利用者の数え方について、
協同組合連合会の会員であるA組合とB組合等、複数の組合
に加入している組合員がいる場合、それぞれに加入している
ので延べ2人と数えればよいでしょうか、それとも、重複し
ているので１人と数えればよいでしょうか。

77

77 火災共済協同組合以外の組合が実施できる火災共済事業は、共済金額の上限が30万円となってお
り、共済金額が10万円超～30万円以下の火災共済事業を行う場合には、共済規程について行政庁の
認可が必要となります。

火災共済協同組合以外の組合が火災共済事業を行う場合に制限はありますか。

79

79 法律上、共済事業の資金を他の事業に運用することは禁止されていますが、他の事業の資金を共
済事業の資金に運用することは禁止されていません。また、組合として剰余金処分したものについ
ては、それぞれ流用することができるほか、任意積立金を立てた場合は共済事業に充てることがで
きます。

共済事業を行う場合は、共済事業から一般事業に資金を流用することはできないとされましたが、
その逆は可能でしょうか。

78

78 「共済規程」の認可申請と事業追加の定款変更の認可申請を同じタイミングで行う場合には、「共
済規程」の認可申請の添付書類となる定款は、行政庁と事前協議した認可を前提としたもので差し
支えありません。
一方、まず共済事業を追加する旨の定款変更の認可申請を行った後に、「共済規程」の認可申請を

行うことも可能です。この場合は、「共済規程」の認可申請に当たっては、事業追加の定款変更認可
後の定款が添付書類となりますが、共済事業は「共済規程」の認可が実施の前提となることから、
共済事業の実際の実施は共済規程の認可後になります。新規設立の場合も同様です。

共済事業を新たに実施する場合には、「共済規程」について行政庁の認可が必要であり、その「共
済規程」の認可申請には定款が必要な添付書類とされています。一方、「共済規程」の共済事業を実
施するために事業を追加する定款変更申請も行う必要があることから、「共済規程」の認可申請の添
付書類となる定款は認可を前提としたものでよいでしょうか。

A B
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80

80 事業協同組合の場合を例にすると、それぞれの員外監事について以下のような定義づけがなされ
ています。

法改正により、これまでは員外監事と解釈されていた
『法人組合員の従業員』なども、大規模組合においては員
外監事とはみなされないなど、大規模組合に義務づけら
れる員外監事の概念が限定されています。なお、左欄に
おける法人の役員について、会社法では、株式会社の場
合、取締役、監査役に加えて、会計参与も役員と定義づ
けていることに留意する必要があります。

従来の員外監事と大規模組合において選出しなければならない員外監事は、どこに違いがありま
すか。

2 員外監事選任の義務化【概要パンフレットｐ.40】

81

81 定款参考例の当該規定は大規模組合を想定したものとなっていますが、それ以外の組合でも同様
に、員外理事と員外監事を区分して記載してもよいですし、従来どおり理事と監事の区別なく「員
外役員」として記載しても差し支えありません。

改正された定款参考例では員外理事と員外監事を分けて規定しているが、組合員数1,000人以下
の組合でも、区分して記載する必要がありますか。

82

82 員外監事は、大規模組合の場合、法律の規定により必ず1名以上選出しなければならないことから、
法律上の義務付けのない員外理事とは異なり、員内監事と員外監事を区分して選出しても差し支え
ありません。

大規模組合で1名の員外監事を含め3名の監事を選出する場合、員内監事と員外監事を区分して選
出してよろしいでしょうか。また、区分せずに選出した結果、員外監事が次点となった場合、どの
ように対応すべきでしょうか。

当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員

若しくは使用人以外の者であって、その就任の前5年間

当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、

会計参与、執行役若しくは使用人でなかったもの 

「組合員（個人事業者）又は組合員

である法人の役員」以外の者 

大規模組合の員外監事 
従来の員外監事 

（一般組合の員外監事） 

？ 

Ⅱ 大規模組合改正点（大規模組合が対応しなければならない改正点）

1 監事の権限拡大の義務化【概要パンフレットｐ.40】

「Ⅰ．4．監事の権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大」を参照
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3 余裕金の運用制限【概要パンフレットｐ.41】

83

83 中協法35条6項冒頭では「組合員（協同組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員）」となっ
ており、条文中の「組合員」を「会員たる組合の組合員」と読み替えているため、下表のように、
同じ孫組合の役員であっても連合会の規模によって扱いに差違があります。

員外監事を選出することが義務づけられる大規模組合である連合会では、孫組合（連合会の会員
たる組合の組合員）の役員を、「員内役員」と「員外役員」のどちらで扱えばよいでしょうか。

84

84 「余裕金の運用制限」とは、大規模組合や共済事業を行う組合が、当面の事業運営に支障のない
資金を預金、金銭信託、株式や社債等の有価証券に投資して運用することに対して制限することを
いいます。
したがって、協同組合が協同組合連合会へ加入するための出資は連合会の事業を利用するための

ものであるので、資金運用には該当しません。株式や社債等の有価証券については、施行規則によ
り一部に限定されており、この限定されているもの以外の有価証券等で余裕金を運用する場合には、
行政庁の認可が必要となります。

余裕金の運用制限とは何ですか。

85

85 余裕金の運用制限に抵触しますので、平成22年3月まで（法施行後3年間の経過措置）に行政庁の
認可を事後的に受けなければなりません。
また、当該会社との事業提携等事業運営のために株式（上場、非上場を問わず）を取得する場合の認

可については、運用に係るリスクの他、事業運営上の必要性についても配慮する必要があります。

大規模組合が出資して株式会社を設立し、その株式が上場されていない場合、余裕金の運用制限
の規定に抵触しますか。

会員の役員及び会員の組合員又は組合員の役員若しくは使用人（孫組合の役員） 

会員の役員及び会員の組合員又は組合員の役員若しくは使用人以外の者 

員　内 

員　外 

範　　囲 

●所属員数1,000人超の連合会の場合【員外監事の選任：義務】 

会員の役員 

会員の役員でない者（孫組合の役員） 

員　内 

員　外 

範　　囲 

●所属員数1,000人以下の連合会の場合【員外監事の選任：任意】 

また、区分しないで監事の選出を行った結果、員外監事が次点となっても、法律上の1名を満たす
ことが必要であることから、員外と員内を区分した上で当選者が決定されます。
なお、大規模組合に該当しない組合が任意に員外監事を選出する場合や員外理事の選出を法律の

範囲内で定款上で義務づけている場合も同様です。ただし、員外役員を何名選出するかが定款又は
選出時に確定されていることが必要です。
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86

86 大規模組合の余裕金の運用に係る行政庁への認可申請に際して、特に申請様式や添付書類等は定
められていません。
なお、法律上同様に、余裕金の運用制限が課されている共済事業実施組合の当該認可に当たって

は、①当該認可申請を行った組合が当該認可申請に係る運用方法を採る理由、②当該運用方法のリ
スク、③当該認可申請を行った組合の資産の状況、等に照らして適切かどうかについて審査する
（中小企業庁「事業協同組合等の共済事業向けの総合的な監督指針」参照）とされていることから、
申請をする際の参考としてください。

余裕金の運用制限に触れるものについて、大規模組合が行政庁の認可を受ける場合には、どのよ
うな書類が必要となりますか。

87

87 施行規則が改正され、株式会社化後の商工中金株式を保有する場合も、引き続き行政庁の認可が
不要となるよう措置されています。（平成20年10月1日施行予定）

商工中金の出資証券は、施行規則上、行政庁の認可が不要な有価証券の1つとして示されています
が、民営化されるにあたってその取扱いは変更されますか。

89

89 特段、法律には定義が定められていないことから、1株当たりの配当率であると考えて差し支えあ
りません。

施行規程（告示）では、行政庁の認可を得ることなく取得可能な上場株式の条件として、「利益配
当率１割以上の株式」とされています。この「利益配当率」とは１株当たりの配当率だと考えられ
ますが、具体的には定義がありますか。

88

88 施行規程（告示）に以下のとおり示されています。

余裕金の運用に関して、行政庁の認可が必要とならない主務省令で定める有価証券の事業所管大
臣の定める社債等とはどういうものですか。

事業所管大臣の定める

上場会社が発行する社

債又は約束手形（コマ

ーシャルペーパー） 

事業所管大臣の定める上

場会社が発行する株式 

取得時※において、指定格付機関いずれかでBBB格相当以上の格付

が付与されているもの 

※平成19年4月1日より前に取得している場合であって、取得時に

おける指定格付機関による格付がないもの又はBBB格相当未満の

もの　→　「平成19年4月1日」 

取得時※の直前の事業年度利益配当率が１割以上のもの 

※平成19年4月1日より前に取得した株式であって、取得時の直前

の事業年度における利益配当率が不明なもの又は１割未満のもの

→　「平成19年4月1日」 
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4 その他（役員の責任免除）【概要パンフレットｐ.42】

90

90 単に赤字を計上することになっただけで、組合に対する損害賠償責任が生じるものではありませ
ん。
「役員の組合に対する損害賠償責任」とは、役員がその任務を怠ったときに負うもの（任務懈怠

責任）とされ、組合との委任契約上の不完全履行を意味し、過失責任です。この任務を怠ってされ
た行為が理事会の決議に基づいて行われたときの決議に賛成した理事及び当該決議に参加して異議
を唱えない理事は、任務懈怠があったものとして損害賠償責任を負うことになります。また、理事
が利益相反取引をしたことにより組合に損害が生じた場合も任務懈怠があったものと推定され、責
任を負わなければなりません。

役員の組合に対する損害賠償責任が発生するケースとして、例えば、組合会計に赤字が出た場合
も該当しますか。

91

91 役員報酬等（使用人を兼ねる場合の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価、退職慰労金を
含む）の算出基礎金額が無いのであれば、役員種別の計数（代表理事：6、それ以外の理事：4、監
事：2）を掛けても0となるため、最低責任限度額は0円となります。

役員報酬が無報酬の場合の最低責任限度額はどうなりますか。

92

92 例えば、損害賠償額が「1億円」、役員報酬等が「1,000万円」又は「0円」のケースでは、責任
免除要件に応じた役員の責任額は下表のようになります。

役員の任務懈怠による組合への損害賠償責任の免除について、役員報酬等の額の違いや条件によ
って、役員の責任額にどのような差違がありますか。

[最低責任限度額] 

・代表理事 

　　　　6,000万円 

・理事　4,000万円 

・監事　2,000万円 

[最低責任限度額] 

０円 

特別議決 

（総組合員の半数出席、 

出席組合員の2／3賛成） 

員外役員との責任限定契約 

理事会の決議 

（議案上程への業務監査権

限監事全員の同意、理事会

における過半数の賛成 他） 

責任免除要件 
組合に対する役員の責任額 
（損害賠償額：1億円） 

役員報酬等：1,000万円 役員報酬等：0円 

1億円 

契約額 契約額 

1億円 

0円 

該当なし 

善　意 
・ 

無重過失 

総組合員の同意 0円 
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93

93 「理事会決議による役員の責任免除」とは、役員が善意で重過失がない場合に組合に対して与え
た損害に限定して当該責任を免除するもので、総会の特別議決による責任免除の例外的な措置です。
＜理事会決議による責任免除を受けるための手続＞
（１）定款規定の整備、行政庁の認可

①業務監査権限を付与された監事がいること、②定款に「理事会決議による役員の責任
免除ができる」旨の規定があることが前提となっているため、必ず定款規定の追加（総会
議決）、行政庁の認可が必要となります（一般組合が同制度を設ける場合：監事への業務監
査権限の付与が必要）。

（２）監事の同意
①理事会決議による役員の責任免除規定の追加のための定款変更について総会議決をす

る場合、②実際に変更後の定款に基づき、理事の責任免除についての理事の同意を得る場
合、③理事の責任免除に関する議案を理事会に上程する場合には、各監事の同意が必要と
なります。

（３）異議陳述公告
役員の責任を免除する旨の理事会の決議を行ったときは、理事は、遅滞なく、「責任の原

因となった事実・賠償責任額」「免除理由・金額」等及び一定期間（1ヵ月以上）内に異議
を述べることができる旨を公告し、又は組合員に通知しなければなりません。その結果、
総組合員の議決権の100分の3（定款により緩和可能）以上の議決権を有する組合員から異
議がなかった場合は、責任を免除することができます。

「理事会決議による役員の責任免除」を行うためにはどのような手続が必要でしょうか。

94

94 中協法上「業務執行取締役」は存在しないことから、員外の専務理事は組合との責任限定契約を
結ぶことができるものと解されます。ただし、その員外の専務理事が組合の子会社の業務執行取締
役を兼務することとなった場合には契約の効力は消滅します。また、事務局長等を兼任している場
合には、事務局長等は「その他の使用人」に該当することから責任限定契約を結ぶことはできません。

中協法38条の2において準用する会社法427条2項には、責任限定契約を締結した員外役員が「当該
組合又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人に就任したときは、将
来に向かって効力を失う」とありますが、員外の専務理事はこの「業務執行取締役」に該当しますか。

95

95 法律上、責任限定契約の契約金額について、「『定款で定めた額』の範囲内で予め組合が定めた額
と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約」と規定されていることから、契約す
る際の基準とするための何らかの金額の範囲は定める必要があると解されます。
記載すべき金額については、組合の役員報酬等の額に役員種別の計数を掛けて算出しなければな

らないため、一律の基準を示すことはできません。例えば、役員報酬等の額が250万円である専務
理事と組合が責任限定契約を締結するケースでは、最低責任限度額の算出の結果、1,000万円
（250万円×4）となるため、定款の規定は、「1,500万円以内」又は「1,000万円以上の範囲内」
のように記載することが考えられます。

員外役員の責任限定契約を締結する前提として、定款にその旨を規定する必要がありますが、具
体的な金額を記載しなければなりませんか。必要がある場合の定款で記載すべき額の基準はどう考
えればよいでしょうか。
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96

96 役員に任期伸長規定は、通常総会において、「決算関係書類」を承認するに当たって、決算期当時
の役員に現任者として責任の任に当たらせることができ、より適正な運営が期待されることから設
けられたものです。
例えば、定款上、理事の任期２年に任期伸長規定がない場合は、就任後２年を超えて開催される

総会は、残任義務のもとに開催されますが、総会開催日をもって後任者が就任することから、責任
の区分が不明確になるおそれがあるほか、結果として代表理事の選任懈怠に該当する場合がありま
す。
これに対して、任期伸長規定をおいた場合には、２年を経過して開催された総会であっても、当

該総会の終結時までが任期となることから、後任者の就任は翌日以降となり、後任者との責任区分
が明確となります。

役員の任期に関して任期伸長ができる旨の規定が導入されましたが、定款に任期伸長規定を定め
た場合にどのようなメリットがありますか。

97

97 下表は、「理事会への書面出席」と「理事会決議の省略」を対比したものです。

これらとは別に、本来、理事会に報告すべき事項について、「理事全員に通知したときは、当該事
項を理事会へ報告することを要しない」旨の規定が設けられています。この規定を適用するに当た
っては、特段の定款規定を前提とするものではありませんが、報告の内容等を記載した議事録を事
後的に作成しなければなりません。

理事全員が同意した場合には理事会決議を省略できることとなりましたが、これと理事会への書
面出席とはどう違いますか。

Ⅲ 会社法整備法による改正【概要パンフレットｐ.56】

1 定款自治の拡大

効力発生要件 

 

招集手続 

 

議事録の作成 

定款記載が前提 

（相対的必要記載事項） 

必要 

 

必要 

定款記載が前提 

（相対的必要記載事項） 

理事全員の同意（議案に対する全理事の賛成）

により、不要 

必要 

理事会への書面出席 
（書面決議） 

理事会決議の省略 
（みなし理事会・持ち回り決議） 
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98

98 理事全員が同意し、議案について可決決議があったとみなされる「みなし理事会」の場合の理事
会議事録の記載事項については、施行規則に規定されており、①「理事会の決議があったものとみ
なされた事項の内容」、②「①の事項の提案をした理事の氏名」、③「理事会の決議があったものと
見なされた日」、④「議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名」、を記載することとなっていま
す。
しかし、理事会に出席した役員が存在しないということから、通常の理事会議事録に記載が求め

られている「理事会に出席した役員等又は組合員の氏名または名称」の項目は施行規則に規定され
ていません。したがって、「みなし理事会」における理事の議事録への署名又は記名押印は不要とな
ります。

理事会への書面出席者は議事録に署名又は記名押印の義務がありますが、いわゆる「みなし理事会」
の場合、書面等により同意の意思表示をした理事は議事録に署名又は記名押印の必要がありますか。

99

99 旧法で商法の代表取締役に関する規定が準用されていたものを、改正法では独自条文として書き
下されただけです。代表理事については、組合の業務に関する裁判上又は裁判外の一切の権利（権
限の包括委任：禁止、定款又は総会の決議により禁止されていない場合の特定行為の委任：可能）
を有するなど、その内容に変更はありません。

代表理事規定の創設により、代表理事の権限や職務等について変更点はありますか。

100

100 組合では税務申告時にまとめて記帳するなど、適時性に欠いた記帳が行われる傾向にあるとして、
作成の適時性が明文で規定されたものです。会計帳簿に記載すべき事象が発生した都度、適時に記
帳する必要がありますが、例えば、現金取引の場合は即日、売掛等の信用取引については速やかに
記帳することが必要です。

※「主務省令に基づく理事会議事録の作成（記載事項の変更）」及び
「主務省令に基づく総会議事録の作成（記載事項の変更と署名又は記名押印義務の廃止）」

→「Ⅰ．４．監事の権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大」を参照

会計帳簿について、主務省令に基づき、適時に正確に作成しなければならないと明文化されまし
たが、「適時」とはいつを指すのでしょうか。

2 会社法施行等に伴う規定の整備



29

新しい中小企業組合制度への対応チェック表 新しい中小企業組合制度への対応チェック表 新しい中小企業組合制度への対応チェック表 
　最後に、「平成19年4月以降最初に終了した決算期に係る総会※1」おける組合の規模及び必要度に
応じた対応状況について確認してみましょう。 

　※1：例えば、19年4月決算→19年6月総会、19年12月決算→20年2月総会、20年3月決算→20年5月総会をいう。 
　※2：一般組合のうち、業務監査権限監事がいる組合のみ可能。 
　※3：「平成20年4月以降最初に終了する決算期に係る総会」において経過措置の終了により対応が必要となる。 
　　　　（例えば、20年4月決算→20年6月総会、20年12月決算→21年2月総会、21年3月決算→21年5月総会） 

※2

※3 ※3

役員 
関係 

総会 
関係 

その他 

改選期を迎える理事の任期短縮 

（3年以内→2年以内） 

定款変更 

選　出 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

△ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 
4

5

6

10

6

40

6

56

39

42

16

21

38

11

12

ー 

◎ 

○ 

○ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

○ 

○ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

○ 

◎ 

◎ 

○ 

◎ 

定款変更 

選　出 

定款変更 

選　出 

定款変更 

選　出 

手　続 

定款変更 

大項目 

小区分 

作　成 

定款変更 

総会の議決 

or 定款変更 

理事会決議による免除 

員外役員との責任限定契約 

改選期を迎える監事の任期延長 

（3年以内→4年以内） 

監事への業務監査権限の付与） 

員外監事（1名以上）の選任 

理事・監事報酬の区分設定 

役員の責任免除に係る 

定款変更（効力発生要件） 

任期伸長規定の導入に係る定款変更 

（効力発生要件） 

決算関係書類等作成手続等 

（総会開催スケジュール） 

施行規則に基づく「決算関係書類」 

「事業報告書」の作成 

施行規則に基づく「監査報告書」の作成 

施行規則に基づく「総会･理事会 

議事録」の作成） 

組合において必要な定款変更 

確認事項 

必要度 
（◎：必ず／○：任意） 

チェック 概要 
パンフ 
レット 一般組合 大規模組合 



060-0001 

030-0802 

020-0023 

980-0011 

010-0923 

990-8580 

960-8053 

310-0801 

320-0806 

371-0026 

330-8669 

260-0026 

104-0061 

231-0015 

951-8133 

380-0936 

400-0035 

420-0853 

460-0002 

500-8384 

514-0004 

930-0083 

920-8203 

910-0005 

520-0806 

615-0042 

630-8213 

540-0029 

650-0011 

640-8566 

680-0845 

690-0886 

700-0817 

730-0011 

753-0074 

770-8550 

760-8562 

790-0003 

781-5101 

812-0046 

840-0831 

850-0031 

860-0801 

870-0026 

880-0013 

892-0821 

901-0152 

104-0033

011-271-1109 

017-773-5582 

019-624-1266 

022-222-5557 

018-865-1009 

023-647-0362 

024-536-1217 

029-224-6446 

028-635-2302 

027-234-2266 

048-644-8065 

043-247-8410 

03-3545-2190 

045-633-5139 

025-267-1386 

026-228-1184 

055-237-3216 

054-255-0673 

052-229-0811 

058-273-3930 

059-228-5197 

076-422-0835 

076-267-7720 

0776-27-3058 

077-525-5537 

075-314-7130 

0742-26-0125 

06-6947-4374 

078-331-2095 

073-431-4108 

0857-27-1922 

0852-26-5686 

086-232-4145 

082-228-0925 

083-925-1860 

088-625-7059 

087-822-4377 

089-932-0819 

088-845-2434 

092-622-6884 

0952-29-6580 

095-821-8056 

096-325-6949 

097-537-2644 

0985-27-3672 

099-225-2904 

098-859-6121 

 
03-3523-4909 

 
03-3523-4910

011-231-1919 

017-777-2325 

019-624-1363 

022-222-5560 

018-863-8701 

023-647-0360 

024-536-1261 

029-224-8030 

028-635-2300 

027-232-4123 

048-641-1315 

043-242-3277 

03-3542-0386 

045-633-5131 

025-267-1100 

026-228-1171 

055-237-3215 

054-254-1511 

052-229-0044 

058-277-1100 

059-228-5195 

076-424-3686 

076-267-7711 

0776-23-3042 

077-511-1430 

075-314-7131 

0742-22-3200 

06-6947-4370 

078-331-2045 

073-431-0852 

0857-26-6671 

0852-21-4809 

086-224-2245 

082-228-0926 

083-922-2606 

088-654-4431 

087-851-8311 

089-943-7285 

088-845-8870 

092-622-8780 

0952-23-4598 

095-826-3201 

096-325-3255 

097-536-6331 

0985-24-4278 

099-222-9258 

098-859-6120 

（政策推進部） 
03-3523-4902 
（振興部） 
03-3523-4905

札幌市中央区北1条西7丁目　プレスト1･7 

青森市本町2-9-17　青森県中小企業会館内 

盛岡市内丸14-8　県米連ビル内 

仙台市青葉区上杉1-14-2　宮城県商工振興センター内 

秋田市旭北錦町1-47　秋田県商工会館内 

山形市城南町1-1-1　霞城セントラル14F 

福島市三河南町1-20　コラッセふくしま会館内 

水戸市桜川2-2-35　茨城県産業会館内 

宇都宮市中央3-1-4　栃木県産業会館3F 

前橋市大手町3-3-1　群馬県中小企業会館内 

さいたま市大宮区桜木町1-7-5　大宮ソニックシティ9F 

干葉市中央区干葉港4-2　干葉県中小企業会館内 

中央区銀座2-10-18　東京都中小企業会館内 

横浜市中区尾上町5-80　神奈川中小企業センター9F 

新潟市中央区川岸町1-47-1　新潟県中小企業会館内 

長野市中御所字岡田131-10　長野県中小企業指導センター4F 

甲府市飯田2-2-1　山梨県中小企業会館内 

静岡市葵区追手町44-1　静岡県産業経済会館内 

名古屋市中区丸の内2-4-7　愛知県産業貿易館西館2F 

岐阜市藪田南5-14-53　岐阜県県民ふれあい会館8F 

津市栄町1-891　三重県合同ビル内 

富山市総曲輪2-1-3　富山商工会議所ビル内 

金沢市鞍月2-20　石川県地場産業振興センター新館5F 

福井市大手3-7-1　繊協ビル内 

大津市打出浜2-1　コラボしが21 5F 

京都市右京区西院東中水町17　京都府中小企業会館内 

奈良市登大路町38-1　奈良県中小企業会館内 

大阪市中央区本町橋2-5　マイド－ムおおさか6F 

神戸市中央区下山手通4-16-3　兵庫県民会館3F 

和歌山市西汀丁26　和歌山県経済センター内 

鳥取市富安1-96　中央会会館内 

松江市母衣町55-4　島根県商工会館内 

岡山市弓之町4-19-202　岡山県中小企業会館2F 

広島市中区基町5-44　広島商工会議所ビル6F 

山口市中央4-5-16　山口県商工会館内 

徳島市西新町2-5　徳島経済センター内 

高松市福岡町2-2-2-401　香川県産業会館内 

松山市三番町4-10-1　愛媛県三番町ビル3F 

高知市布師田3992-2　高知県中小企業会館内 

福岡市博多区吉塚本町9-15　福岡県中小企業振興センター9F 

佐賀市松原1-2-35　佐賀商工会館内 

長崎市桜町4-1　長崎商工会館9F 

熊本市安政町3-13　熊本県商工会館内 

大分市金池町3-1-64　大分県中小企業会館内 

宮崎市松橋2-4-31　宮崎県中小企業会館内 

鹿児島市名山町9-1　鹿児島県産業会館内 

那覇市字小禄1831-1　沖縄産業支援センター605 

東京都中央区新川1-26-19　全中・全味ビル 

北海道中小企業団体中央会 

青森県中小企業団体中央会 

岩手県中小企業団体中央会 

宮城県中小企業団体中央会 

秋田県中小企業団体中央会 

山形県中小企業団体中央会 

福島県中小企業団体中央会 

茨城県中小企業団体中央会 

栃木県中小企業団体中央会 

群馬県中小企業団体中央会 

埼玉県中小企業団体中央会 

千葉県中小企業団体中央会 

東京都中小企業団体中央会 

神奈川県中小企業団体中央会 

新潟県中小企業団体中央会 

長野県中小企業団体中央会 

山梨県中小企業団体中央会 

静岡県中小企業団体中央会 

愛知県中小企業団体中央会 

岐阜県中小企業団体中央会 

三重県中小企業団体中央会 

富山県中小企業団体中央会 

石川県中小企業団体中央会 

福井県中小企業団体中央会 

滋賀県中小企業団体中央会 

京都府中小企業団体中央会 

奈良県中小企業団体中央会 

大阪府中小企業団体中央会 

兵庫県中小企業団体中央会 

和歌山県中小企業団体中央会 

鳥取県中小企業団体中央会 

島根県中小企業団体中央会 

岡山県中小企業団体中央会 

広島県中小企業団体中央会 

山口県中小企業団体中央会 

徳島県中小企業団体中央会 

香川県中小企業団体中央会 

愛媛県中小企業団体中央会 

高知県中小企業団体中央会 

福岡県中小企業団体中央会 

佐賀県中小企業団体中央会 

長崎県中小企業団体中央会 

熊本県中小企業団体中央会 

大分県中小企業団体中央会 

宮崎県中小企業団体中央会 

鹿児島県中小企業団体中央会 

沖縄県中小企業団体中央会 

全国中小企業団体中央会  

お問い合わせ先一覧 
中央会名 郵便番号 FAXTEL所　在　地 


